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1．はじめに 
 本発表は，河川，ダム，砂防，海岸の 4 分野にお

いて，各分野が管理する施設を対象に，ハイブリッ

ド型の長時間連続飛行が可能な無人航空機を用いた

巡視・点検の実証実験を実施したものである．本稿

では，このうち砂防分野を中心として，実証に向け

た検討内容および得られた結果について整理する． 
 巡視・点検においては，省人化や業務効率化，さ

らには DX 推進の観点から無人航空機（UAV）の活

用が進みつつあるが，一般的に使用されている無人

航空機は連続飛行時間が短く，離発着場所を変更す

るたびに操縦者も同行する必要があるという課題が

ある．特に山間部では，尾根や谷地形が多く，地形

による電波遮蔽の影響を受けやすいため，無人航空

機と操縦者間の通信が途絶しやすく，操縦者の移動

頻度がさらに増加する傾向にある． 
 本検討では，これらの課題を解消することを目的

として，LTE 通信機能を備えた長時間連続飛行が可

能なハイブリッド型無人航空機を用い，カテゴリー

Ⅱ飛行に該当するレベル 3.5 飛行の実施に必要とな

る検討事項および関連手続きを整理した．さらに，

飛行試験を実施し，運用上の課題や留意点について

検証した．加えて，得られた試験結果を踏まえ，長

時間無人航空機を活用した施設巡視・点検に関する

基準・要領（案）を作成した． 

2．飛行方法・使用機体 
 本章では，砂防施設の巡視・点検に適用する観点

から，飛行方法および使用機体の概要を示す． 

 
     図-1 レベル 3.5 飛行の概念 1) 

2.1 レベル 3.5 飛行 
 レベル 3.5 飛行は，第三者が立ち入る可能性が低

い無人地帯（山間部，森林，農地，湖面等）におけ

る飛行を前提とした運航形態である．目視外飛行に

おいて，補助者や看板を配置することなく，機体に

搭載されたカメラを用いて飛行経路下に第三者が存

在しないことを確認しながら飛行することが可能で

ある．また，道路や鉄道の横断においても，機体搭

載カメラによる確認を行うことで，一時停止するこ

となく横断が可能とされている． 

2.2 使用する無人航空機 
 本業務では，マルチコプター型ハイブリッド無人

航空機を用いて飛行試験を実施した． 
 当該機体は，エンジン発電により電力を供給し，

飛行中も充電を継続することで，マルチコプター型

でありながら長時間連続飛行を可能としている．ま

た，LTE 通信により見通し外となる山間部でも広域

飛行が可能であり，低速飛行や空中静止が可能なこ

とから，レベル 3.5 飛行の実施に適した特性を有し

ている． 

3．飛行試験 
 砂防分野においては，越美山系砂防事務所管内

（以下「越美砂防管内」という．）を対象に飛行試

験を実施した．砂防分野では，土砂災害の発生等に

より道路が寸断されるおそれがあり，そのような状

況下においても，巡視・点検を継続できる手法が求

められている． 
 その他に，河川分野は藁科川（安倍川），ダム分

野は長島ダム，海岸分野は駿河海岸および富士海岸

において飛行試験を実施した． 

3.1 飛行計画 
（1）飛行範囲の検討 
 飛行範囲の検討にあたっては，LTE 通信圏の確認

に加え，管内において猛禽類の生息が報告されてい

ることを踏まえ，営巣中心域を含まない範囲を選定

するとともに，繁殖期を避けた時期での飛行試験の

実施を計画した． 
（2）飛行ルートの検討 
 飛行ルートの設定にあたっては，原則として河川

上空を飛行経路とし，以下の事項を考慮して検討を

行った． 
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  ①土地利用の状況（人家等の位置） 
  ②横断構造物の位置および高さ 
   （鉄塔，高圧電線，道路等） 
  ③樹木の高さ 
  ④緊急退避が可能な場所 
  ⑤地表面高度（対地高度 150 m 未満） 

 
    図-2 飛行ルート（越美砂防管内） 

3.2 関係機関協議および飛行許可・申請 
 無人航空機を飛行するにあたっては，航空局への

許可・承認申請に加え，飛行経路下および周辺の関

係機関と協議を行い，必要な手続きを確認した．越

美砂防管内においては，以下の関係機関と協議を実

施した． 

  
    図-3 関係機関一覧（越美砂防管内） 

 本試験は，広域かつ長距離飛行を伴うため，多数

の関係機関との調整を要し，飛行計画の立案から航

空局による許可・承認申請取得，飛行試験実施まで

に，おおむね 3 カ月程度の期間を要した． 

4．飛行試験結果 
 飛行試験の結果，LTE 通信を用いることで，尾根

や谷地形が多い山間部においても，操縦者と機体と

の通信を維持した状態で，広域かつ連続的な目視外

飛行が可能であることを確認した． 
 飛行中は，離発着地点に設置したモニターにより，

搭載カメラ（FPV カメラ）映像を常時確認すること

で，飛行経路下に第三者が存在しないことを確認し，

レベル 3.5 飛行に求められる安全管理を実施するこ

とができた．また，マルチコプター型機体の特性に

より，低速飛行や空中静止が可能であり，第三者確

認を行えることを確認した． 

 
    図-4 目視外飛行の実施状況 

 以上より，長時間連続飛行および目視外飛行を活

用することで，砂防施設の巡視・点検を，効率的に

実施できる可能性が示唆された．一方で，関係機関

協議や許可承認申請を含む運用準備に一定の期間を

要することから，継続的な活用に向けては運用手順

の整理が重要である． 

5．基準・要領（案） 
 本飛行試験で得られた知見を踏まえ，レベル 3.5
飛行による長時間無人航空機を用いた施設巡視・点

検を，継続的かつ安全に運用するための基準・要領

（案）を作成した．本基準・要領（案）では，飛行

試験において確認された運用上の留意点を踏まえ，

主として以下の事項を整理対象とした． 
  ①適用範囲 
  ②長時間無人航空機の活用方針 
  ③飛行計画および実施体制・使用機体 
  ④関係機関協議・手続き，飛行許可承認申請 
  ⑤巡視・点検の実施方法，従来手法との比較 
  ⑥巡視・点検における変状の確認および評価例 

 これらの整理により，レベル 3.5 飛行による長時

間無人航空機を用いた施設巡視・点検に必要となる

運用上の検討項目を体系的に整理した．なお，本基

準・要領（案）は，今後の実運用や追加検証を通じ

て，適宜見直しを行うことを想定している． 

6．まとめ 
 本業務では，レベル 3.5 飛行による長時間無人航

空機を用いた施設巡視・点検が，砂防分野において

実務への適用を検討し得る技術であることが示され

た． 
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搭載カメラ（FPVカメラ）の画像を

常時監視しながら目視外飛行を実施

監視状況(離発着地点)
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